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Ⅰ計画の基本的事項 

 １．計画の趣旨 

「障害福祉計画」は、障害者自立支援法第８８条第１項の規定に基づく「市町村福祉

計画」として策定するもので、国の基本指針に即して障害者自立支援法に基づき、障害

者福祉の円滑な提供とサービス基盤の整備を図るための計画です。 

本計画の期間は、平成１８年度から平成２３年度までの６年間とし、平成１８年度か

ら２０年度の３年間を第１期とし、平成２０年度に見直しを行い、平成２１年度から平

成２３年度までの３年間を第２期計画として定めます。なお、関連制度、法令等、社会

情勢の変化に対応するため、必要に応じて見直しを行います。 

２．人口の推移 （２０年度以降は、※推定人口）      （人） 

年 度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22年度 平成 23年度 

男  性 34,968 35,284 35,635 35,524 39,339 36,532 36,818

女  性 37,286 37,736 38,180 38,750 36,027 39,929 40,330

合  計 72,254 73,020 73,815 74,274 75,366 76,461 77,148

     

※平成２０年度以降の推定人口については、香芝市総合計画が見直しの時期となるため、国立社会保障・人口問

題研究所のＨＰより平成２２年の推定人口より算出しました。 

３．障害者数の推移 

障害者別内訳（手帳所持者数） 

 平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22年度 平成 23年度 

身体障害者 1,822 1,890 1,944 1,994 2,040 2,082 2,120

知的障害者 254 271 295 308 321 334 347

精神障害者 106 122 115 156 172 184 198

合  計 2,182 2,283 2,354 2,458 2,533 2,600 2,665

身体障害者 

身体障害者障害別内訳 

 平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22年度 平成 23 年度 

視覚障害 156 161 163 171 175 179 183

聴覚・平衡機能障害 161 295 154 167 171 175 178

肢体不自由 1,036 1,076 1,096 1,136 1,163 1,187 1,208

内部障害 469 493 531 520 531 541 551

合 計 1,822 1,890 1,944 1,994 2,040 2,082 2,121
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種類別級別身体障害者別内訳 

 
視覚障害 

聴覚・平衡

機能障害 
肢体不自由 内部障害 計 

１級 ５９ ２１ ２００ ２７１ ５５１ 

２級 ３８ ３５ １８０ ５ ２５８ 

３級 ６ １２ ２４９ １２０ ３８７ 

４級 １３ ２３ ３０２ １３５ ４７３ 

５級 ２３ ２ １０２ ０ １２７ 

６級 ２４ ６１ ６３ ０ １４８ 

合 計 １６３ １５４ １，０９６ ５３１ １，９４４ 

（平成１９年度末現在） 

 

知的障害者 

障害程度別内訳 

 平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23 年度 

Ａ ８７ ９３ １１０ １０７ １１２ １１７ １２１

Ｂ １６７ １７８ １８５ ２０１ ２０９ ２１７ ２２６

合 計 ２５４ ２７１ ２９５ ３０８ ３２１ ３３４ ３４７

 

 

精神障害者 

精神障害者等級別内訳 

 平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23 年度 

１級 ２５ ２７ ２５ ３６ ４０ ４２ ４５

２級 ６８ ７５ ７２ ９７ １０７ １１４ １２３

３級 １３ ２０ １８ ２３ ２５ ２８ ３０

合 計 １０６ １２２ １１５ １５６ １７２ １８４ １９８

 

 

精神障害者医療費公費負担受給者数の推移 

 平成 17 年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23 年度 

香 芝 市 ３６９ ４０９ ４２０ ４３７ ４５７ ４７７ ４９７
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４．障害程度区分と支給決定の状況及び受給者証の所持者数 

障害程度区分別の認定者数 

障害者自立支援法の施行により、支給決定の透明化・公平化を図る観点から、サービス

の種類や量などを決定するための判断材料として、障害福祉サービスの必要性を明らか

にするために、障害者の心身の状態を総合的に表す「障害程度区分」の制度が導入され

ています。 

 

障害程度区分認定者数 

 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 合計 

身体障害者  ８ ８ ８ ４ １８ ４６

知的障害者  ６ ２６ ２９ １１ １４ ８６

精神障害者 １ ６ １３ ４   ２４

合 計 １ ２０ ４７ ４１ １５ ３２ １５６

（平成２０年３月現在） 

 

障害福祉サービス及び自立支援医療受給者証の所持者数 

 介護給付・訓練等給付

（障害福祉サービス）

支給決定を受けた人 

自立支援医療 合  計 

身体障害者 ４８ － ４８

知的障害者 １１８ － １１８

精神障害者 ３８ ４２０ ４５８

児童 １９４ － １９４

合 計 ３９８ ４２０ ８１８

（平成２０年３月現在） 
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５．障害者自立支援法 サービス体系 

 

対  象 
給付等体系 

身体 知的 精神 

居宅介護 ○ ○ ○ 

重度訪問介護 ○   

行動援護  ○ ○ 

生活介護 ○ ○ ○ 

療養介護 ○ ○  

児童ディサービス ○ ○  

短期入所 ○ ○ ○ 

重度障害者等包括支援 ○ ○ ○ 

共同生活介護  ○ ○ 

介 

護 

給 

付 

施設入所支援 ○ ○ ○ 

自立訓練（機能回復） ○   

自立訓練（生活訓練）  ○ ○ 

就労移行支援 ○ ○ ○ 

就労継続支援（Ａ型） ○ ○ ○ 

就労継続支援（Ｂ型） ○ ○ ○ 

障 

害 

福 

祉 

サ 

ー 

ビ 

ス 訓
練
等
給
付 

共同生活援助  ○ ○ 

（旧）更生医療 ○   

（旧）育成医療 ○   
自立支援

医療 
（旧）精神通院公費   ○ 

自 

立 

支 

援 

給 

付 

補装具 補装具 ○   

相談支援事業 ○ ○ ○ 

コミュニケーション支援事業 ○   

日常生活用具給付等事業 ○ ○ ○ 

移動支援事業 ○ ○ ○ 

地域活動支援センター事業 ○ ○ ○ 

訪問入浴サービス事業 ○ ○ ○ 

更生訓練費給付事業 ○ ○ ○ 

日中一時支援事業 ○ ○ ○ 

地

域

生

活

支

援

事

業 

市町村地

域生活支

援事業 

社会参加促進事業 ○ ○ ○ 
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Ⅱ障害福祉サービスの見込み量及びその確保のための方策 

１．障害福祉サービスの見込み量 

（１）訪問系サービス    

 

居 宅 介 護：入浴・排泄・食事の介護など、在宅生活における介護サービスを

行います。 

重度訪問サービス：重度の肢体不自由者であって、常に介護を必要とする人に対し、

入浴・排泄・食事の介護及び移動の介護等を総合的に行います。 

行 動 援 護：著しい行動障害を有する知的障害者・精神障害者で、常に介護を

必要とする人に対し、移動の介護、危険の回避のための援護など

の支援を行います。 

重度障害者等包括支援：常に介護を必要とする障害者であって、その必要度が著しく高

い人に対し、居宅介護などの障害者福祉サービスを包括的に提

供します。 

 

 

サービス 単位 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

時間分 １,６２６ １,８２０ ２,０１６ 
居宅介護 

重度訪問介護 

行動介護 

重度障害者等包括支援
利用者数（人） ５８ ６５ ７２ 

 

 

（２）日中活動系サービス 

 

生 活 介 護：常に介護を必要とする障害者に対し、主に日中に障害者支

援施設等で行われる入浴・排泄・食事の介護や創作的活動・

生活活動等の支援を行います。 

 

自立訓練（機能訓練）：身体障害者に対し、自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、身体機能向上のために必要な訓練を行い

ます。 

 

自立支援（生活訓練）：知的障害者・精神障害者に対し、自立した日常生活又は社

会生活を営むことができるよう、生活能力向上のために必要
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な訓練等を行います。 

 

就 労 移 行 支 援：一般企業への雇用又は在宅就労等が見込まれる障害者であ

って、就労を希望する人に対し、生活活動等を通じ就労に必

要な知識及び能力の向上のために訓練を行います。 

 

就労継続支援（Ａ型）：通常の事務所に雇用されることが困難な障害者を雇用し、

生活活動その他を通じて、その知識・能力の向上のために必

要な訓練を行います。 

 

就労継続支援（Ｂ型）：雇用には至らないが、雇用に向けより実践的な訓練を必要

とする人、再度雇用の場に戻ることを希望する人に対し就労

機会を提供するとともに、その知識・能力の向上のために必

要な訓練を行います。 

 

療 養 介 護：医療を要する障害者であって、常に介護を必要とする人に

対し、病院の施設において行われる機能訓練、必要な医療、

療養上の管理、看護、医学的な管理下における介護等の支援

を行います。 

 

児 童 デ ィ サ ー ビ ス：障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、集

団生活への適用訓練などの支援を行います。 

 

短期入所（ショートステイ）：居宅において介護を行う人の疾病などの理由により、短期

間の入所を必要とする障害者に対し、障害福祉施設等に短

期間入所させ、必要な介護の支援を行います。 

 

施 設 入 所 支 援：障害者支援施設等に入所する障害者に対し、主として夜間

に入浴・排泄・食事等の介護を行います。 
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サービス名 単  位 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

実利用者数 人/月 ３５０ ４００ ４４０生活介護 

サービス量 人日/月 ２０ ２５ ３０

実利用者数 人/月 ２０ ４４ ４４自立支援（機能訓練） 

サービス量 人日/月 １ ２ ２

実利用者数 人/月 ２０ ３０ ４４自立支援（生活訓練） 

サービス量 人日/月 １ ２ ２

実利用者数 人/月 ７０ ９０ １１０就労移行支援 

サービス量 人日/月 ３ ４ ５

実利用者数 人/月 ３０ ６０ １１０就労継続支援（Ａ型） 

サービス量 人日/月 ７ １０ １５

実利用者数 人/月 ７００ ９５０ １２１０就労継続支援（Ｂ型） 

サービス量 人日/月 ６０ ９０ １２０

療養介護 実利用者数 人/月 ３ ４ ６

実利用者数 人/月 ７００ ８００ ９００児童ディサービス 

サービス量 人日/月 １１０ １１２ １１５

実利用者数 人/月 ８ ９ １０短期入所（ショートステイ） 

サービス量 人日/月 ６ ６ ６

 

 

（３）居住系サービス 

 

共同生活援助（グループホーム）：地域において共同生活を営むのに支障のない知的障害者・

精神障害者につき、共同生活を営む住民において、相談そ

の他日常生活の援助を行います。 

共同生活介護（ケアホーム）：介護を要する知的障害者・精神障害者につき、主として夜

間に共同生活を営む住居において入浴・排泄・食事の介護

を行います。 

 

サービス 単位 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

人分 １０ １２ １４ 共同生活援助 

共同生活介護 箇所数 ７ ７ ７ 

 

 

（４）施設入所支援 

施設入所支援：障害者支援施設等に入所する障害者に対し、主として夜間に入浴・排泄・
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食事等の介護を行います。 

サービス 単位 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

人分 １０ １０ １０ 施設入所 

箇所数 ７ ７ ８ 

 

（５）地域生活支援事業 

 

相談支援事業等：障害者からの相談に応じ、必要な情勢の提供等の便宜を供与すること

や権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立し

た日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的

とする事業です。 

         関係機関との連携を深め相談に対応できる機関・施設等を紹介する

など、身近な地域での相談窓口の整備・拡充を推進します。 

 

サービス 単位 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

 

実施箇所数 ４

 

４ ４

相談支援事業 

 障害者自立支援事業 

 地域自立支援協議会 実施箇所数 １ １ １

 

コミュニケーション支援事業：聴覚・言語機能・音声機能・その他の障害のため、意思

疎通を図ることに支障がある障害者等に、障害者等とそ

の他の人の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を

行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする事業で

す。 

          点字翻訳者や手話通訳者等の支援者の確保・育成に努め

るとともに、障害者に対する各種研修会の拡充を推進し

ます。 

 

サービス 単位 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

手話通訳者等派遣事業 利用者数 ８０ ８５ ９０

要約筆記者等派遣事業 利用者数 ０ ０ ０

手話通訳者設置事業 設置人数 １ １ １
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日常生活用具給付等事業：重度障害者に対し、自立支援生活用具等の日常生活用具を給

付又は貸与すること等により日常生活の便宜を図り、その福

祉の増進に資することを目的とする事業です。 

         障害者が必要な用具を的確に利用することができるよう計

画的な給付を推進するとともに、日常生活用具の情報提供に努

めます。 

 

サービス 単位 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

介護・訓練支援用具 給付等件数 ２ ２ ２

自立生活支援用具 給付等件数 ３５ ４０ ４５

在宅療養等支援用具 給付等件数 ７ ７ ７

情報・意思疎通支援用具 給付等件数 １２ １２ １２

排泄管理支援用具 給付等件数 ４３０ ４７３ ５２０

住宅改修費 給付等件数 ４ ４ ４

 

移動支援事業：屋外での移動に困難がある障害者について、外出のための支援を行うこ

とにより地域での自立生活及び社会参加を目的とする事業です。 

        移動支援者の確保・育成に努めるとともに、障害者が必要な移動サー

ビスを的確に利用できるよう、計画的なサービスお提供に努めます。 

 

サービス 単位 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

移動支援事業 実施箇所数 

利用者数 

延べ利用時間 

３０

１２５

１，９００

３５ 

１３０ 

２，０５０ 

４０

１４０

２，２４０

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

その他の事業 

 

地域における障害者福祉サービスの提供状況や障害者等のニーズに基づき必要と思わ

れる事業について、以下にまとめました。 

サービス 単位 ２１年度 ２２年度 ２３年度

訪問入浴サービス事業 実施箇所数

利用者数 

１ 

１ 

１ 

１ 

１

１

更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業 

更生訓練費給付事業 

 

利用者数 

 

５ 

 

５ ５

日中一時支援事業 実施箇所数

利用者数 

１１ 

１１０ 

１１ 

１２０ 

１１

１２０

社会参加促進事業 

自動車運転免許取得・改造助成事業 

 

利用者数 

 

１ 

 

１ １

 

平成２１年度以降の利用量については、平成２０年度までの利用実績等をもとに見込

量を設定しました。 
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２．見込み量確保のための方策 

（１）サービスの普及・啓発及び事業者との連携 

障害者自立支援法の施行により、障害福祉サービスは身体障害、知的障害、精神障

害の３障害に共通するサービスとして一元化されました。給付・交付の仕組みが大き

く変わることについて、その内容の理解とサービス利用の方策など、住民に対して普

及・啓発に努めます。 

 また、サービス提供事後者、障害者施設、相談事業所等の関係機関との連携を深

め、障害者に分かりやすく利用しやすいサービスの提供に努めます。 

（２）サービス事業者の確保 

障害者に対する必要サービスの確保・充実に向け、新たな事業者の誘致を検討する

とともに、事業者間の連携・協力体制の構築を促進しサービスの提供確保に努めます。 

（３）相談支援体制の推進 

障害者が自立した地域で自立した生活を送るためには、相談支援体制の充実が必須

です。地域における支援窓口の拡充に努めます。 

（４）サービス基盤の整備 

障害福祉サービスの確保・拡充に向け、必要な施設の整備や事業者等の連携確保に

努めるとともに、地域の貴重な社会資源である各種団体・住民活動や企業等との連

携・協働を促進しサービス基盤の整備に努めます。 

（５）指定障害者支援施設への移行推進 

障害者がより質の高いサービスを的確に利用することができるよう、指定障害者支援

施設への移行を推進します。 
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Ⅲ 障害福祉計画の目標達成にむけて 

１．地域自立支援協議会の設置 

 計画目標の達成に向けて諸施設の着実な実施を図るとともに、地域全体で障害者を支

える力を高める観点から、障害者関係団体、福祉サービス事業者、保健・医療関係者、

企業等の地域ネットワークの構築のため、本市では、平成１９年１０月に奈良県の中和

地区３市１町（大和高田市・香芝市・葛城市・広陵町）で「中和地区３市１町障害者自

立支援協議会」を設立しました。 

自立支援協議会には、全体会・運営委員会・専門部会を設置し、専門部会は、生活支

援部会、精神障害者部会、就労支援部会の３つの部会で構成されます。 

また、協議会では次の５つの目的をもって、その業務を推進します。 

１．広域連携による福祉サービスの向上 

２．相談支援体制の充実・強化 

３．課題解決に向けた専門性の高い部会運営 

４．社会資源のさらなる活用 

５．障害福祉計画の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

２．自立支援協議会の運営体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈 良 県

奈良県 自立支援協議会

大和高田 香芝市 葛城市 広陵町 

中和地区 ３市１町 障がい者自立支援協議会 

 

設 置：３市１町により広域設置 

開 催：年２回開催予定 

内 容：・全体会・専門部会 報告 

    ・基調講演等 

全 体 会 

 

構成員：市町村担当課職員・専門部会長・圏域マネージャー 

    事務局委託事業所・相談支援事業所 

開催：年６回開催予定 

内容：・部会運営状況の把握 

   ・地域の原状課題の共有・解決策の検討 

   ・障がい福祉サービスの基盤整備に関して 

   ・社会資源の開拓 

   ・障がい福祉計画の評価 

   ・相談支援事業体制の整備・評価 

   ・県内 他地域 自立支援協議会情報交換 

運 営 委 員 会 

 

・精神障がい者支援の現状把握 

・地域移行への支援体制づくり 

・障害者自立支援法における 

サービスのあり方について検討 

 

・事業・支援のあり方について 
検討 
・事業所の連携体制構築 

・事業所の課題や困難ケースの 
検討 

生活支援部会 
 

・就労支援の現状把握 

・就労支援の連携体制構築 

・新たな職場の開拓、民間企業 
への啓発活動 

当事者・家族・行政機関・各種専門機関・サービス事業所・団体 等々からの想い・意見 

開催日 隔月開催 

精神障がい者部会 就労支援部会 

地 域 

専門部会 



 14

 

 

３．地域生活や一般就労への移行に関する目標 

 

施設入所者の地域生活への移行 

 

平成２０年 平成２３年 

現入所者 

  ５９人 

 

    減少数 

３人 

 

入院中の精神障害者の地域生活への移行 

   

平成２０年 平成２３年 

入院者数 

  ２７人 

 

    減少数 

  ２人 

 

福祉施設から一般就労への移行 

   

平成２０年 平成２３年 

移行者数 

  １人 

 

 移行者数 

 ２人 

 

 

４．計画の推進にあたって 

 

計画の推進体制 

 本計画の推進にあたっては、見込量の達成状況の点検評価をするほか、関係機関で見

込量を共有し、連携して目標の達成に向けて取り組むよう計画の効果的な推進に努めま

す。 

 

計画の進行管理 

 サービス事業者等の協力を得ながら障害福祉サービスや地域生活支援事業の実施状

況を調査し、サービス利用量などについて点検をしていきます。 
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